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(57)【要約】
【課題】内視鏡洗浄装置において、内視鏡に形成された
管路内についてより厳密に消毒を行なうことを可能にす
る。
【解決手段】紫外線を照射する光源６０と、光源６０に
接続されたライトファイバー６１と、ライトファイバー
６１を内視鏡チャンネル内に出入させるためのファイバ
ー駆動部６２とを設け、消毒後の水道水を使ったすすぎ
時に、ライトファイバー６１をチャンネル内に挿通する
とともに光源６０を駆動してチャンネル内に紫外線を照
射し、チャンネル内に流通する水道水およびチャンネル
内について直接消毒を行なう。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を洗浄するための内視鏡洗浄装置において、
　紫外線を照射する光源と、
　該光源に接続されたライトファイバーと、
　該ライトファイバーを内視鏡に形成された管路内に出入させるための駆動手段とを備え
たことを特徴とする内視鏡洗浄装置。
【請求項２】
　前記光源が、紫外線とともに可視光を発生させるものであることを特徴とする請求項１
記載の内視鏡洗浄装置。
【請求項３】
　内視鏡を納置して洗浄を行なうための洗浄槽と、
　該洗浄槽を封止するための蓋とを備え、
　該蓋の全部もしくは一部に前記洗浄槽内を目視可能な透明部が形成されているとともに
、
　該透明部に紫外線を遮断する紫外線遮断手段が設けられていることを特徴とする請求項
１または２記載の内視鏡洗浄装置。
【請求項４】
　前記蓋が開いていることを検知する検知手段と、
　内視鏡洗浄中に前記蓋が開いていることが検知された場合に、前記光源からの紫外線の
照射を停止させる制御手段とを備えたことを特徴とする請求項３記載の内視鏡洗浄装置。
【請求項５】
　内視鏡を洗浄するための内視鏡洗浄装置において、該内視鏡洗浄装置の洗浄槽内に納置
された内視鏡に形成された管路内を消毒する内視鏡管路内消毒方法であって、
　洗浄槽内にすすぎ液を循環させて内視鏡のすすぎを行なうと同時、もしくはすすぎを行
った後に、
　内視鏡に形成された管路内にライトファイバーを挿入するとともに、
　該ライトファイバーに紫外線を導光して前記管路内を消毒することを特徴とする内視鏡
管路内消毒方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡洗浄装置において、特に内視鏡に形成された管路内の消毒に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、医療分野においては、内視鏡を利用した医療診断が広く行なわれている。診
断に用いる内視鏡としては、現在では内視鏡の挿入先端部にＣＣＤ等の撮像素子を内蔵し
て体腔内の画像を撮影し、コンピューターで処理を行った後にモニターに表示するものが
一般的である。
【０００３】
　　被験者の体腔内に挿入された内視鏡はそのつど洗浄、消毒する必要があるが、この洗
浄、消毒を行なう装置としては、近年では、洗浄槽内に内視鏡を設置して、流液洗浄と超
音波洗浄とを組み合わせた一連の動作で内視鏡の洗浄を行なうものが知られている。
【０００４】
　なお、流液洗浄では、洗浄槽内に貯留された洗浄液に対して、ノズルからさらに洗浄液
を噴出することにより、洗浄槽内の洗浄液に回流を生じさせ、この回流により内視鏡の洗
浄を行ない、超音波洗浄では、洗浄槽内に貯留された洗浄液に対して超音波振動を付与す
ることにより内視鏡の洗浄を行なう。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－５１２６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のような内視鏡洗浄装置における内視鏡の洗浄工程は、洗浄、消毒、す
すぎ、乾燥といった複数の工程が組み合わされて段階的に行なわれる。実際の内視鏡洗浄
装置の洗浄工程の一例としては、例えば下記のようなものが挙げられる。
【０００７】
　先ず、内視鏡が納置された洗浄槽内に洗浄液を循環させて洗浄を行なった後に洗浄槽内
の洗浄液を廃液し、次いで、装置外部から導入された水道水を洗浄槽内に循環させて洗浄
液のすすぎを行なった後に洗浄槽内の水道水を廃液する。さらに、浄槽内にフラタールや
過酢酸等の高水準消毒剤を循環させて消毒を行なった後に洗浄槽内の高水準消毒剤を再利
用するために装置内部のタンクに回収し、次いで、装置外部から導入された水道水を洗浄
槽内に循環させて消毒剤のすすぎを行なった後に洗浄槽内の水道水を廃液し、最後に洗浄
槽内に圧縮空気を循環させて内視鏡の乾燥を行なう。
【０００８】
　上記のような内視鏡洗浄装置において、すすぎに使用する水道水の取入部には通常滅菌
フィルターが設けられているが、水道水を完全に消毒できるものではないため、高水準消
毒剤で消毒した後に水道水を使ってすすぎを行なうと、消毒後に水道水中の雑菌が内視鏡
に付着して再度汚染してしまうおそれがある。
【０００９】
　なお、内視鏡の外側については使用者が使用直前にアルコール等を含むティッシュー等
でふき取ることにより容易に消毒することもできるが、内視鏡に形成された管路（チャン
ネル）内については非常に細くて長いものであるため、使用者が使用直前に容易に消毒で
きるものではなく、内視鏡洗浄装置において厳密に消毒できていることが望ましい。
【００１０】
　このような問題を解消するため、特許文献１に記載されているように、装置で使用する
水道水について紫外線を照射して消毒を行なうことも考えられるが、洗浄に使用する水道
水は多量であるため、大出力の紫外線が必要であるとともに消毒に時間がかかるため現実
的ではない。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡に形成された管路内について
より厳密に消毒することが可能な内視鏡洗浄装置および内視鏡管路内消毒方法を提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の内視鏡洗浄装置は、内視鏡を洗浄するための内視鏡洗浄装置において、紫外線
を照射する光源と、光源に接続されたライトファイバーと、ライトファイバーを内視鏡に
形成された管路内に出入させるための駆動手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の内視鏡洗浄装置において、光源は、紫外線とともに可視光を発生させるものと
することが好ましい。
【００１４】
　また、内視鏡洗浄装置の洗浄槽を封止するための蓋については、蓋の全部もしくは一部
に洗浄槽内を目視可能な透明部が形成されている場合に、透明部に紫外線を遮断する紫外
線遮断手段を設けることが好ましい。
【００１５】
　また、蓋が開いていることを検知する検知手段と、内視鏡洗浄中に蓋が開いていること
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が検知された場合に、光源からの紫外線の照射を停止させる制御手段とを備えることが好
ましい。
【００１６】
　本発明の内視鏡管路内消毒方法は、内視鏡を洗浄するための内視鏡洗浄装置において、
内視鏡洗浄装置の洗浄槽内に納置された内視鏡に形成された管路内を消毒する内視鏡管路
内消毒方法であって、洗浄槽内にすすぎ液を循環させて内視鏡のすすぎを行なうと同時、
もしくはすすぎを行った後に、内視鏡に形成された管路内にライトファイバーを挿入する
とともに、ライトファイバーに紫外線を導光して管路内を消毒することを特徴とする方法
である。
【００１７】
　ここで「すすぎ液」とは、すすぎ時に使用する液体を意味する。このすすぎ液について
は、例えば外部から導入された水道水や、タンク等の洗浄用として貯留した水等、すすぎ
に使用可能な液体であればどのようなものでもよい。
【００１８】
　本発明において「ライトファイバー」とは、端面から入射した光により側面が発光する
ケーブルを意味する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の内視鏡洗浄装置および内視鏡管路内消毒方法によれば、内視鏡を洗浄するため
の内視鏡洗浄装置において、紫外線を照射する光源と、光源に接続されたライトファイバ
ーと、ライトファイバーを内視鏡に形成された管路内に出入させるための駆動手段とを用
いて、内視鏡に形成された管路内にライトファイバーを挿入するとともに、ライトファイ
バーに紫外線を導光して管路内を直接消毒しているため、内視鏡に形成された管路内につ
いてより厳密に消毒することが可能となる。
【００２０】
　本発明の内視鏡洗浄装置において、光源を、紫外線とともに可視光を発生させるものと
すれば、ライトファイバーによる消毒が行なわれているかについて、使用者が目視で確認
可能となる。
【００２１】
　また、内視鏡洗浄装置の洗浄槽を封止するための蓋については、蓋の全部もしくは一部
に洗浄槽内を目視可能な透明部が形成されている場合に、透明部に紫外線を遮断する紫外
線遮断手段を設ければ、使用者の目に紫外線が入射することを防止できるため、安全性を
向上させることができる。
【００２２】
　また、蓋が開いていることを検知する検知手段と、内視鏡洗浄中に蓋が開いていること
が検知された場合に、光源からの紫外線の照射を停止させる制御手段とを備えれば、より
確実に安全性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施の形態の内視鏡洗浄装置の概観図
【図２】上記内視鏡洗浄装置の洗浄槽の上面図
【図３】上記内視鏡洗浄装置の内部の構成を示す概略図
【図４】上記内視鏡洗浄装置のチューブコネクターの断面図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明の一
実施の形態の内視鏡洗浄装置の概観図、図２は上記内視鏡洗浄装置の洗浄槽の上面図、図
３は上記内視鏡洗浄装置の内部の構成を示す概略図、図４は上記内視鏡洗浄装置のチュー
ブコネクターの断面図である。
【００２５】



(5) JP 2010-220660 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

　図１に示すように、本実施の形態の内視鏡洗浄装置１は、箱型に形成された装置本体１
０と上蓋１１とから構成されている。装置本体１０の上部前面には、複数のボタンを有す
る操作パネル１３が設けられている。この操作パネル１３は、内視鏡洗浄装置１を制御す
るコマンドを入力するためのスイッチである。また、装置本体１０の下部前面には、上蓋
１１を開閉するためのフットペダル１２が設けられており、フットペダル１２が踏動され
るに従って、上蓋１１が電動で開閉するように構成されている。
【００２６】
　上蓋１１には、洗浄槽１５内を目視可能な透明部１１ａが形成されている。この透明部
１１ａには紫外線カットフィルターがコーティングされており、洗浄槽１５内で発光した
紫外線が装置外部に透過しないように構成されている。
【００２７】
　図２および３に示す通り、装置本体１０の上面には内視鏡を収納する洗浄槽１５が形成
され、この洗浄槽１５内には、主に、洗浄槽１５内に水道水を導入もしくは循環口３２か
ら吸引された液を噴出するための吸水・循環ノズル２１、装置本体１０内の洗浄剤タンク
５２からポンプ５１により送られた洗浄剤を洗浄槽１５内に噴出するための洗浄剤ノズル
２２、装置本体１０内の消毒液タンク４８からポンプ４７により送られた消毒液を洗浄槽
１５内に噴出するための消毒液ノズル２３、上蓋１１の内側に液を吹き付けて洗浄・消毒
するための天井洗浄ノズル２４、循環口３２から吸引された液を小物洗浄部２８に吹き付
けたり、洗浄槽１５内の液を洗浄槽１５内に再度噴出することにより洗浄槽１５内に回流
を発生させるための小物洗浄ノズル２５、内視鏡に形成されている鉗子吸引チャンネル、
送気送水チャンネル、鉗子起上チャンネル等の内部に、循環口３２から吸引された液や乾
燥のための圧縮空気もしくはアルコール等を送るためのチューブコネクター２６、内視鏡
内に空気を送り内視鏡の漏水を検知するための漏水検知用コネクター２７、ボタンやキャ
ップ等の内視鏡付属の小物を収納するための小物洗浄部２８、内視鏡の軟性部を保持する
ためのラック２９、超音波を洗浄槽１５内に貯留された液中に伝達させるための超音波振
動板３０、洗浄槽１５内の液を外部に排水もしくは消毒液タンク４８内に回収するための
排水口３１、および洗浄槽１５内の液を吸引するための循環口３２が設けられている。
【００２８】
　超音波振動板３０は円環形状をしており、下面側において円環に沿って複数の超音波振
動子３３が取り付けられている。
【００２９】
　図３に示す通り、装置本体１０には、水道水を取り入れるための水道水取入口４０、弁
４１および水フィルター４２が設けられており、弁４３を水道水取入口４０側に切り替え
ることにより、吸水・循環ノズル２１から洗浄槽１５内に水道水を導入可能に構成されて
いる。
【００３０】
　また、排水口３１には切替弁４５が取り付けられており、洗浄槽１５内から消毒液を回
収する場合には、切替弁４５を消毒液タンク４８側に切り替えることにより消毒液が回収
可能となり、洗浄槽１５内の廃液を排水する場合には、切替弁４５をポンプ４６側に切り
替えることにより、ポンプ４６を介して廃液を装置外部に排水可能に構成されている。
【００３１】
　また、循環口３２には、天井洗浄ノズル２４および弁４３側に送水するためのポンプ４
４と、弁５５側に送水するためのポンプ４９とが取り付けられており、循環口３２から吸
引した液を、吸水・循環ノズル２１、天井洗浄ノズル２４、小物洗浄ノズル２５、チュー
ブコネクター２６を介して再度洗浄槽１５内に循環させることが可能なように構成されて
いる。
【００３２】
　また、装置本体１０には、圧縮空気を送出するエアポンプ５７、エアフィルター５６お
よび弁５５が設けられており、弁５５をエアポンプ５７側に切り替えることにより、小物
洗浄ノズル２５もしくはチューブコネクター２６から洗浄槽１５内に圧縮空気を導入可能
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に構成されている。
【００３３】
　また、装置本体１０には、光源６０、光源６０に接続されたライトファイバー６１、お
よびライトファイバー６１を内視鏡のチャンネル（管路）に対して出入方向に駆動するフ
ァイバー駆動部６２が設けられている。光源６０は紫外線および可視光を同時に発光する
とともに、これらの光をライトファイバー６１の端面に入射するものであり、ライトファ
イバー６１は光源６０から入射された光により側面が発光するものである。
【００３４】
　また、チューブコネクター２６には、弁５０が取り付けられており、装置本体１０内の
アルコールタンク５４からポンプ５３により送られたアルコール、もしくはエアポンプ５
７から送出された圧縮空気やポンプ４９側から流入する液体を、洗浄槽１５内に選択的に
導入可能に構成されている。
【００３５】
　図４に示す通り、チューブコネクター２６には、弁５０側から流入する液体や気体を導
通させるための導通路２６ａおよびライトファイバー６１を挿通するためのファイバー挿
通路２６ｂが形成されており、ファイバー挿通路２６ｂは導通路２６ａに連通している。
【００３６】
　チューブコネクター２６のチューブ接続部２６ｃにゴムチューブ２６ｄを接続し、この
ゴムチューブ２６ｄを内視鏡の各種チャンネル内に挿入することにより、チャンネル内に
洗浄液や圧縮空気等の各種液体や気体を導通させることができる。また、ファイバー駆動
部６２によりライトファイバー６１をチャンネルに対して出入方向（図４中矢印方向）に
駆動することにより、チャンネル内にライトファイバー６１を出し入れすることもできる
。
【００３７】
　また、洗浄槽１５の底面には、洗浄槽１５内の液の温度を調整するためのヒーター３４
が取り付けられている。
【００３８】
　さらに、装置本体１０は、制御手段として不図示の中央処理装置（ＣＰＵ）を有してお
り、このＣＰＵは、上記各構成要素を個別に制御し、予め設定した洗浄プログラムに従っ
て内視鏡の洗浄開始から終了までを自動で制御する。
【００３９】
　検査で使用された内視鏡は、不図示の光源装置内蔵制御ユニット（内視鏡プロセッサ）
から取り外され、内視鏡洗浄装置１の洗浄槽１５に収納される。そして電気信号コネクタ
に防水キャップを取り付け、上蓋１１が閉じられ、操作パネル１３からのスタートコマン
ドの入力により、予め設定された洗浄工程に従って流液洗浄や超音波洗浄が行なわれる。
【００４０】
　次に、上記内視鏡洗浄装置１における内視鏡洗浄時の動作について説明する。内視鏡洗
浄時の動作は、大きく分けて洗浄、消毒、すすぎ、乾燥の４つに区分される、なお、内視
鏡洗浄にあたっては、内視鏡洗浄作業者が予め内視鏡を洗浄槽１５内に納置するとともに
、内視鏡の各チャンネルをチューブコネクター２６に接続する。
【００４１】
　まず、洗浄時には、０．２μｍの水フィルター４２を通過した水道水を給水・循環ノズ
ル２１より洗浄槽１５内に導入した後、循環口３２から吸引された水道水をチューブコネ
クター２６から噴出し、内視鏡全チャンネル内に送水を行なうとともに、洗浄剤ノズル２
２より濃縮された洗浄剤を洗浄槽１５内に投入し、洗浄槽１５内で実用濃度に希釈された
洗浄液を生成する。そして、循環口３２から吸引された洗浄液を小物洗浄ノズル２５から
噴出して洗浄槽１５内に貯留された洗浄液に回流を発生させ、内視鏡全体を洗浄液に接触
させるとともに、チューブコネクター２６からも洗浄液を噴出し、内視鏡チャンネル内に
も洗浄液を循環させる。また、上記の流液洗浄の後、超音波振動子３３を作動させて超音
波洗浄を行う。上記の洗浄動作を行なった後、洗浄液を排水口３１から排水させる。
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【００４２】
　次に、すすぎ時には、０．２μｍの水フィルターを通過した水道水を給水・循環ノズル
２１より洗浄槽１５内に導入した後、循環口３２から吸引された水道水を給水・循環ノズ
ル２１、小物洗浄ノズル２５、チューブコネクター２６から噴出し、洗浄槽１５内の水道
水を攪拌するとともに、チャンネル内にも水道水を循環させ、内視鏡全体のすすぎを行な
う。
【００４３】
　次に、消毒時には、消毒液ノズル２３より消毒液を洗浄槽１５内に導入した後、循環口
３２から吸引された消毒液をチューブコネクター２６から噴出し、チャンネル内を含めた
内視鏡全体を消毒液に接触させる。所定時間経過後、消毒液を消毒液タンク４８に回収す
る。
【００４４】
　消毒後は、再度上記と同様の手順ですすぎを行なう。このとき、同時にライトファイバ
ー６１をチャンネル内に挿通するとともに光源６０を駆動してチャンネル内に紫外線を照
射し、チャンネル内に流通する水道水およびチャンネル内について直接消毒を行なう。上
記の動作を行なった後、洗浄槽１５内の全ての液を排液するとともにチャンネル内からラ
イトファイバー６１を抜脱させる。
【００４５】
　最後に、チューブコネクター２６からアルコールを少量注入した後、エアポンプ５７を
駆動して圧縮空気をチューブコネクター２６から噴出し、チャンネル内を乾燥させる。
【００４６】
　以上により内視鏡洗浄時の動作が完了となる。なお、上記一連の処理は、いずれも不図
示のＣＰＵからの制御に基づいて行なわれる。
【００４７】
　上記の様に構成された本実施の形態の内視鏡洗浄装置１によれば、消毒後の水道水を使
ったすすぎ時に、ライトファイバー６１をチャンネル内に挿通するとともに光源６０を駆
動してチャンネル内に紫外線を照射し、チャンネル内に流通する水道水およびチャンネル
内について直接消毒を行なっているため、すすぎに使用する水道水が完全に消毒されたも
のでなくとも、内視鏡チャンネル内についてより厳密に消毒することが可能となる。
【００４８】
　以上、本発明の内視鏡洗浄装置について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に
限定されるものではない。
【００４９】
　例えば、上記実施の形態においては、水道水を使ったすすぎと同時にライトファイバー
６１を用いた消毒を行なっているが、本発明はこのような態様に限らず、すすぎを行なっ
た後に、ライトファイバー６１を用いた消毒を行なう等、どのような手順および回数で洗
浄を行なってもよい。
【００５０】
　また、蓋１１が開いたことを検知するセンサーを設け、光源６０の発光時に蓋１１が何
らかの理由により開いた場合に、光源６０を停止させるようにしてもよい。
【００５１】
　また、上記以外にも、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行
なってもよいのは勿論である。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　内視鏡洗浄装置
　　１０　　装置本体
　　１１　　上蓋
　　１２　　フットペダル
　　１３　　操作パネル
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　　１５　　洗浄槽
　　２１　　吸水・循環ノズル
　　２２　　洗浄剤ノズル
　　２３　　消毒液ノズル
　　２４　　天井洗浄ノズル
　　２５　　小物洗浄ノズル
　　２６　　チューブコネクター
　　２７　　漏水検知用コネクター
　　２８　　小物洗浄部
　　２９　　ラック
　　３０　　超音波振動板
　　３１　　排水口
　　３２　　循環口
　　３３　　超音波振動子
　　３４　　ヒーター
　　６０　　光源
　　６１　　ライトファイバー
　　６２　　ファイバー駆動部

【図１】 【図２】
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